
（参考１）「公告をしたことを証する書面」を添付すべきこととしている法令のうち特定非

営利活動法人の登記にかかる規定 

 

〇組合等登記令（昭和三十九年政令第二十九号）(抄) 

（合併による変更の登記の申請） 

第二十条 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等（当該登記所の管轄区域内にそ

の主たる事務所があるものを除く。）の登記事項証明書を添付しなければならない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議が

あれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書に

は、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若

しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託

したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければなら

ない。 

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合

には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によっ

てすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告

及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しな

ければならない。 

 

（参考２）官報による公告を定める特定非営利活動促進法の規定 

 

〇特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）(抄) 

（貸借対照表の公告） 

第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業

年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなけれ

ばならない。 

一 官報に掲載する方法 

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 

三 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができ

る状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同

じ。） 

四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状

態に置く措置として内閣府令で定める方法 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げ

る方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 

３～５ （略） 

 

 



（債権の申出の催告等） 

第三十一条の十 清算人は、特定非営利活動法人が第三十一条第一項各号に掲げる事由によって解散した

後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなけ

ればならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 

２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなけれ

ばならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。 

３ 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 

４ 第一項の公告は、官報に掲載してする。 

 

（清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始） 

第三十一条の十二 清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかに

なったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 

２ 清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にそ

の事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 

３ 前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属す

べき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 

４ 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 

 

 

第三十五条 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二

週間以内に、貸借対照表及び財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期

間が満了するまでの間、これをその事務所に備え置かなければならない。 

２ 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内

に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明してい

る債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下

回ってはならない。 

 

 

 


